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当期のわが国経済は、

内外需の停滞による景況感の悪化はあったものの、公共投資は減少傾向ながら高水
準を維持し、企業の設備投資も底堅く推移するなど、緩やかな回復基調が継続しました。また、海外では、
米国や欧州においては、緩やかながら景気回復が継続したものの、中国や東南アジアにおいては、景気減速
が継続し、全体感としては先行きが不透明な状況が継続しました。
このような経済環境のもと、当社グループにおいては、鋼材の販売数量は、造船向けの需要が堅調に推移
したものの、自動車向けの需要が減少したことなどから、前期並となりました。アルミ圧延品の販売数量は、
飲料用缶材の需要が堅調に推移したことなどから、前期を上回りました。銅圧延品の販売数量は、銅板条に
おいて半導体向けの需要が減少したことなどから、前期を下回りました。油圧ショベルの販売台数は、景気
減速の影響が大きい中国や東南アジアにおいて需要が大幅に減少したことから、前期を下回りました。
この結果、当期の売上高は、主原料価格の値下がり等により鋼材販売価格が下落した影響もあり、前期に
比べ640億円減収の１兆8,228億円となり、営業利益は、前期に比べ510億円減益の684億円となりました。
経常利益は、上記に加え、中国の建設機械事業において貸倒引当金を計上したことなどから、前期に比べ727
億円減益の289億円となりました。また、趣、先行きの資金需要などを総合的に勘案して決定することとしております。これに基づき、当期の配当
につきましては、中間配当として１株につき２円を実施いたしましたが、期末配当につきましては、親会社
株主に帰属する当期純損益が大幅な赤字となったことや、今後も不透明な経営環境が続くと予想されること、
そのような中、成長に向けた戦略投資が必要なことなどを総合的に考慮し、見送ることとさせていただきま
す。事情をご賢察のうえ、何卒ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。

当社グループの事業別の事業の経過およびその成果は以下のとおりであります。



【溶接事業部門】
溶接材料の販売数量は、国内では、造船向けの需要は堅調に推移した一方、建築向けの需要回復に遅れが

生じていること、海外では、景気減速や原油安の影響により、中国や東南アジア、米国において需要が減少
したことから、前期を下回りました。一方、溶接システムの売上高については、引き続き需要が堅調に推移
したことから、前期を上回りました。
この結果、当期の売上高は、前期比2.4％減の922億円となり、経常利益は、前期に比べ21億円減益の81
億円となりました。
【アルミ・銅事業部門】



【その他】
神鋼不動産株式会社においては、賃貸事業は堅調に推移したものの、分譲事業においては引渡戸

し拶した6
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（注）４．前期に記載しておりましたSRT Australia Pty Ltdは、







（注）１．取締役北畑隆生、取締役越智洋の２氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
（注）２．監査役佐々木茂夫、監査役沖本隆史および監査役坂井信也の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
（注）３．当社は、取締役北畑隆生、取締役越智洋、監査役佐々木茂夫、監査役沖本隆史および監査役坂井信也の５氏を、独立役員

として金融商品取引所に届け出ております。
（注）４．監査役藤原寛明、監査役沖本隆史および監査役坂井信也の３氏は、以下のとおり財務および会計に関する相当程度の知見

を有しております。
・監査役藤原寛明氏は、当社において、平成16年４月から平成17年３月まで執行役員財務部長を務め、平成17年４月か
ら平成21年３月まで執行役員として財務部を、平成21年４月から平成21年６月まで執行役員として、平成21年６月か
ら平成26年３月まで取締役として財務部および経理部を担当しておりました。
・監査役沖本隆史氏は、株式会社第一勧業銀行および株式会社みずほコーポレート銀行に長年勤務し、平成17年４月から
平成19年４月まで、取締役として銀行業務に従事しておりました。
・監査役坂井信也氏は、阪神電気鉄道株式会社において、経理部門に長年在籍し、平成14年６月から平成18年６月まで、
取締役として同部門を担当しておりました。

（注）５．当社と丸紅株式会社、日本ゼオン株式会社、阪神電気鉄道株式会社との間には、取引関係はございますが、開示すべき特
別な関係はございません。





⑵　取締役および監査役の報酬等の総額

区　分





5.会社の体制および方針
⑴　当社の企業統治の体制
需要分野





⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、同使用人の
取締役からの独立性に関する事項および監査役の同使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役の職務を補助するため監査役事務局を置く。また、事務局の使用人については、取締役からの独立性の確
保および指示の実効性の確保を図るため、その人事異動および人事評価等を監査役と事前に協議する。
　事務局の使用人は「監査役監査規程」に従い、監査役の指示を受けて監査役監査に係る補助業務等を行なう。な
お、監査役監査にかかる補助業務等の遂行にあたっては、取締役、執行役員および使用人はこれを妨げず、監査の
実効性確保に協力する。

⑧　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、子会社の
取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、および監査役へ報告した者が当該報告をし　












